
一般法人

なし

デメリット大
（※３）

（公益目的支出計画）あり

原則なし（※５）

なし

注意が必要（※７）

公益法人

多少あり（※１）

メリット大（※２）

（公益目的支出計画）なし

多少あり（※４）

稀にだがある（※６）

法令に従っていればほとん
ど問題なし

公益認定基準のハードル

税制上の取り扱い

赤字の事業をする義務

監督・立ち入り検査

財産の没収

注意点

こんなにやさしかった！公益認定

�
�
誤
解
の
多
い
新
公
益
法
人
制
度

従
来
の
社
団
法
人
・
財
団
法

人
は
平
成
２０
年
１２
月
１
日
か
ら

平
成
２５
年
１１
月
３０
日
ま
で
の
期

間
内
に
新
制
度
で
の
公
益
法
人

に
な
る
か
一
般
法
人
に
な
る
か

の
選
択
を
し
て
、
行
政
庁
（
内

閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
）
に
移
行
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
期
限
内
に
申

請
を
し
な
い
と
解
散
に
な
り
ま

す
。全

国
に
２
万
４
千
強
あ
る
社

団
法
人
・
財
団
法
人
の
内
、
今

年
の
９
月
末
ま
で
に
移
行
申
請

を
し
た
法
人
は
５
０
２
２
法
人

と
２
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い

ま
す
。
申
請
の
出
足
が
悪
い
原

因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
最
大
の
原
因
は
新
制
度
が

正
し
く
理
解
さ
れ
ず
、
誤
解
に

基
づ
い
て
一
般
法
人
を
選
択
し

よ
う
と
し
て
い
る
法
人
が
多
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
市
販
の

新
公
益
法
人
制
度
に
関
す
る
書

籍
や
雑
誌
の
記
事
を
み
る
と
、

難
解
な
記
述
が
多
く
、
特
に
公

益
法
人
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
維

持
し
て
い
く
た
め
の
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
と
い
っ
た
意
味
合
い
の

記
述
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
か
ら
で
す
。

私
は
内
閣
府
公
益
認
定
等
委

員
会
の
初
代
常
勤
委
員
（
二
人

の
う
ち
の
一
人
）
と
し
て
３
年

間
勤
め
ま
し
た
が
、
新
制
度
は

単
純
明
快
な
制
度
で
あ
っ
て
、

公
益
法
人
に
な
っ
て
、
そ
れ
を

維
持
し
て
い
く
た
め
の
ハ
ー
ド

ル
は
低
い
も
の
と
思
っ
て
い
ま

す
。主

な
誤
解
と
そ
れ
に
関
す
る

正
解
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ

う
。

・
公
益
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
。
↓
Ｎ
ｏ
。
ハ
ー
ド
ル
は

低
い
で
す
。

・
公
益
法
人
に
な
る
と
儲
け
ら

れ
な
い
。
↓
Ｎ
ｏ
。
儲
け
て

も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

・
公
益
法
人
は
財
産
を
没
収
さ

れ
る
リ
ス
ク
が
高
い
。↓
Ｎ
ｏ
。

財
産
没
収
の
リ
ス
ク
は
か
な

り
低
い
で
す
。

・
一
般
法
人
は
新
制
度
で
も
税

務
上
は
従
来
と
変
わ
ら
な

い
。
↓
Ｎ
ｏ
。
一
般
法
人
は

不
利
に
な
り
ま
す
。

・
一
般
法
人
は
自
由
な
法
人
運

営
が
で
き
る
が
公
益
法
人
は

が
ん
じ
が
ら
め
の
運
営
し
か

で
き
な
い
。
↓
Ｎ
ｏ
。
公
益

法
人
も
自
由
で
創
意
工
夫
に

満
ち
た
法
人
運
営
が
で
き
ま

す
。

・
一
般
法
人
の
方
が
公
益
法
人

に
比
べ
て
す
べ
て
の
面
で
楽

だ
。
↓
Ｎ
ｏ
。
一
般
法
人
の

方
が
面
倒
な
一
面
も
あ
り
ま

す
。

�
�
公
益
法
人
と
一
般
法
人
の
正
し
い
比
較

そ
れ
で
は
、
公
益
法
人
と
一

般
法
人
と
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
の
正
し
い
比
較
を
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
※
１
）
①
公
益
目
的
事
業
比

率
５０
％
以
上

②
収
支
相

償
、
遊
休
財
産
額
保
有
の

制
限
は
あ
る
が
、
工
夫
す

れ
ば
ハ
ー
ド
ル
は
低
い

（
※
２
）
①
税
務
上
の
収
益
事

業
で
も
非
課
税

②
寄
付

し
た
人
の
税
金
が
安
く
な
る

（
※
３
）
従
来
の
特
権
が
な
く

な
る
も
の

①
源
泉
所
得

税

②
み
な
し
寄
付

③

固
定
資
産
税

（
※
４
）
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
事

後
チ
ェ
ッ
ク
は
あ
る
が
、

法
令
違
反
を
し
な
い
限
り

処
分
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

（
※
５
）
た
だ
し
、
公
益
目
的

支
出
計
画
実
施
中
の
期
間

は
、
そ
の
実
施
報
告
を
す

る
必
要
が
あ
る

（
※
６
）
か
な
り
悪
質
な
法
令

違
反
に
限
ら
れ
る

（
※
７
）
一
見
、
自
由
な
運
営

が
可
能
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
次
の
よ
う
な
リ
ス
ク

が
あ
る

①
収
益
事
業
の
利
益
に
見

合
っ
て
役
員
賞
与
を
支

給
し
た
場
合
、
税
法
上

非
営
利
性
が
徹
底
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
普
通

法
人
と
認
定
さ
れ
、
累

積
所
得
金
額
を
益
金
の

額
に
算
入
さ
れ
る
こ
と

と
な
る

②
乗
っ
取
り

を
含
む
経
営
リ
ス
ク

公
益
法
人
に
な
る
メ
リ
ッ
ト

が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思

い
ま
す
。

�
�
法
人
形
態
選
択
の
ポ
イ
ン
ト
（
公
益
認
定
を

目
指
す
べ
き
法
人
）

私
の
主
張
は
次
の
二
つ
に
該

当
す
る
法
人
は
公
益
認
定
を
目

指
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
１
）「
公
益
目
的
事
業
を
行

う
こ
と
」
を
主
た
る
目
的
と
す

る
法
人

公
益
事
業
と
は
「
学
術
、
技

芸
、
慈
善
そ
の
他
別
表
各
号
に

掲
げ
る
種
類
の
事
業
で
あ
っ

て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
の

利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の

を
い
う
。
」（
認
定
法
第
２
条
第

４
号
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

前
段
は
事
業
の
公
益
性
で

す
。
こ
れ
は
、
世
の
中
の
人
た

ち
か
ら
公
益
的
な
事
業
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
よ
う
な
事
業
、
と

い
う
く
ら
い
に
、
常
識
的
に
考

え
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま

す
。後

段
は
特
定
多
数
を
排
除
し

て
い
ま
す
。
特
定
多
数
と
は
、

社
団
法
人
の
社
員
に
限
定
し
て

い
る
事
業
、
共
益
事
業
、
共
済

事
業
な
ど
で
す
。
従
来
の
活
動

へ
の
参
加
者
が
、
例
え
ば
社
員

に
限
定
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
公
益
認
定
後
に
そ
の

対
象
者
を
広
げ
る
よ
う
に
す
れ

ば
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
新
制
度
へ
の
移
行
を
機

会
に
法
人
の
事
業
の
在
り
方

（
事
業
の
公
益
性
と
不
特
定
多

数
性
）
を
見
直
し
、
公
益
の
増

進
を
図
る
こ
と
は
大
い
に
意
味

の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
）
税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
法
人

新
公
益
法
人
は
税
務
上
の
収

益
事
業
で
あ
っ
て
も
、
合
議
制

の
機
関
（
国
に
あ
っ
て
は
公
益

認
定
等
委
員
会
）
か
ら
公
益
事

業
と
認
め
ら
れ
た
事
業
に
つ
い

て
は
非
課
税
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
特
定
公
益
増
進
法
人
の
制

度
（
寄
付
し
た
人
の
税
金
が
安

く
な
る
）
は
、
従
来
２
万
４
千

強
あ
る
社
団
法
人
・
財
団
法
人

の
う
ち
、
国
税
当
局
に
よ
っ
て

承
認
さ
れ
た
９
０
０
団
体
程
度

で
し
た
が
、
新
制
度
で
は
合
議

制
の
機
関
が
認
定
し
た
す
べ
て

の
公
益
法
人
に
拡
大
さ
れ
ま
す

の
で
、
け
た
違
い
の
増
加
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
一
般
社
団
・
財
団
法

人
に
移
行
す
る
と
、
従
来
課
税

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
利
子
・
配

当
金
に
係
る
源
泉
所
得
税
や
固

定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
ま
た
、
み
な
し
寄
付

金
の
制
度
が
な
く
な
る
な
ど
、

課
税
の
強
化
が
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

�
�
一
般
法
人
へ
移
行
す
る
場
合
の
留
意
点

特
例
民
法
法
人
（
従
来
の
社

団
法
人
・
財
団
法
人
）
が
一
般

法
人
へ
移
行
す
る
場
合
に
は
移

行
時
の
時
価
純
資
産
額
相
当
額

（
公
益
目
的
財
産
額
）
を
公
益

の
た
め
に
使
う
計
画
（
公
益
目

的
支
出
計
画
）
を
適
正
に
作
成

し
、
そ
れ
が
確
実
に
実
施
す
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
移
行

時
の
時
価
純
資
産
に
相
当
す
る

分
、
公
益
的
な
事
業
で
赤
字
を

垂
れ
流
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
赤
字
の
事
業
を
行
わ
な
い

場
合
に
は
、
公
益
的
な
団
体
に

寄
付
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
事
業
の
赤
字
や
寄
付
の
額

を
少
な
く
す
る
た
め
に
は
移
行

時
の
時
価
純
資
産
を
減
ら
す
対

策
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
移
行

期
限
も
迫
っ
て
き
ま
し
た
の

で
、
早
め
に
適
切
な
対
応
を
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

�
�
移
行
後
の
法
人
運
営

新
制
度
で
は
主
務
官
庁
制
が

な
く
な
り
、
法
人
の
運
営
は
自

治
に
委
ね
ら
れ
ま
す
。
一
般
法

人
も
公
益
法
人
も
共
に
自
由
で

創
意
工
夫
に
満
ち
た
法
人
運
営

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
反
面
、

役
員
等
の
責
任
は
重
く
な
り
、

経
営
リ
ス
ク
や
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
の
重
要
性
が
高
ま
り
ま

す
。
そ
れ
ら
、
経
営
環
境
の
変

化
に
対
応
し
た
適
切
な
法
人
運

営
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

従
来
、
主
務
官
庁
制
の
下
、

法
人
の
役
員
は
無
責
任
で
名
誉

職
、
よ
っ
て
無
報
酬
と
い
う
と

こ
ろ
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

新
制
度
で
は
役
員
の
責
任
は
重

く
な
り
、
仮
に
無
報
酬
で
あ
っ

て
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。
会
社

の
役
員
と
同
様
に
、
善
管
注
意

義
務
、
忠
実
義
務
も
あ
れ
ば
、

社
団
法
人
の
社
員
か
ら
の
代
表

訴
訟
の
制
度
も
制
度
化
さ
れ
て

い
ま
す
。
監
事
監
査
に
も
厳
格

さ
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
め
く

ら
版
な
ど
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

新
制
度
下
の
一
般
法
人
、
公
益

法
人
の
理
事
、
監
事
、
評
議
員

に
就
任
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ

の
責
任
を
自
覚
さ
れ
、
職
責
を

全
う
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
な
お
、
私
ど
も

で
は
税
理
士
、
公
認
会
計
士
、

司
法
書
士
、
弁
護
士
な
ど
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
対
象
と
し

た
公
益
法
人
関
係
の
ご
相
談
も

承
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。な

お
、
制
度
の
詳
細
は
拙
著

「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
！
こ
ん
な
に

や
さ
し
か
っ
た
公
益
認
定
」

（
税

務

経

理

協

会

税

込

１
４
７
０
円
）
を
ご
参
照
い
た

だ
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
と
思

い
ま
す
。

佐竹正幸［神田］
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